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１―参考１ 

津市運動施設の設置及び管理について 

 

１ （仮称）津市河芸マレットゴルフ場の設置について 

⑴ 趣旨 

町民の森公園（河芸町浜田）は、これまで様々な施設の整備を進めてき

ており、平成２２年度からは、マレットゴルフ場の整備を進めてきました。 

当該施設を使用開始するに当たり新たに運動施設として位置付けるとと

もに、施設の使用料等を定めます。 

⑵ 施設内容等 

ア 施設名 （仮称）津市河芸マレットゴルフ場 

イ 施設内容 ３６コース、面積２４，５００㎡ 

ウ 工事期間 平成２２年度～平成２４年度 

エ 総事業費 １０５，４００千円 

⑶ 施設使用料 

                               単位 円 

使用区分 使用料 

マレット

ゴルフ場 

個人使用 一日券 一般 １人１日につき 500

 中学生以下 １人１日につき 200

年間券 １人１年につき 10,000

スティック及びボール １式１回につき 100

〔備考〕 

１ １日券は、発行の日限り有効とする。 

２ 年間券の有効期間は、使用許可の日から１年とする。 

３ 市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２

倍の額とする。 

⑷ 施行予定日（使用開始日） 

   平成２５年８月１日 
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⑸ 町民の森公園全体図 

 

 

マレットゴルフ場エリア 
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２ 津地域の指定管理者制度導入について 

⑴ 趣旨 

本市の運動施設は、現在、安濃地域の施設を除き市の直営により管理を

行っています。行財政改革後期実施計画において、指定管理者制度の導入

を位置付けていることから、今回、津地域の運動施設について、管理運営

の効率化と利用者へのサービスの向上によるさらなる利用促進を図るため、

指定管理者制度の導入を行おうとするものです。 

⑵ 津市運動施設（津地域）の施設内容 

施設名（所在地） 主な施設内容等 

津市体育館 

（本町） 

メインアリーナ、トレーニング室、会議室

等 

津市民プール 

（殿村） 

屋内温水 25 メートル、屋外 50 メートル、

屋外児童プール、トレーニング室等 

津市古道公園内テニス 

コート（南中央） 
オムニコート 6 面 

津市古河公園内テニス 

コート（東古河町） 
クレーコート４面 

津市入江公園内テニス 

コート（大門） 
クレーコート２面 

津市海浜公園内テニス 

コート（末広町） 
ハードコート３面 

津球場公園内野球場 

（本町） 

グラウンド（11,854 ㎡） 

夜間照明設備 

津市北部運動広場 

（栗真中山町） 

グラウンド（7,260 ㎡） 

夜間照明設備 

津市西部運動広場 

（産品） 
グラウンド（5,124 ㎡） 

津市乙部公園内運動広場

（寿町） 
グラウンド（6,500 ㎡） 

津市南部緑地公園内運動

広場（高茶屋小森町） 
グラウンド（9,550 ㎡） 

津市海浜公園内陸上競技

場（末広町） 
400ｍトラック、サッカーコート１面 
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⑶ 年間利用者数                   （単位：人） 

施設名 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

津市体育館 77,865 81,354 78,846 

津市民プール 71,024 69,769 59,178 

津市古道公園内テニスコート 36,874 34,095 35,392 

津市古河公園内テニスコート 16,772 16,184 16,465 

津市入江公園内テニスコート 4,539 3,601 2,950 

津市海浜公園内テニスコート 1,962 1,515 1,747 

津球場公園内野球場 33,417 31,223 23,696 

津市北部運動広場 8,924 8,180 7,815 

津市西部運動広場 1,597 1,403 1,080 

津市乙部公園内運動広場 880 542 1,247 

津市南部緑地公園内運動広場 2,196 2,333 2,449 

津市海浜公園内陸上競技場 12,814 10,202 12,329 

合 計 268,864 260,401 243,194 

⑷ 指定管理者制度の導入により見込まれる主な効果 

ア 津地域の運動施設については、現在業務委託等により管理を行ってい

ますが、制度の導入により、指定管理者が施設を活用して主体的にスポ

ーツ教室等の企画実施が可能となり、利用者サービスの向上と利用者の

増加による使用料収入の増加が見込まれます。 

イ 津地域の運動施設の保守管理、軽微な修繕等の対応は、スポーツ振興

課が行っており、これらの業務が指定管理者へ移行することで、事務の

軽減が図れます。 

 ⑸ 施行予定日（導入開始日） 

   平成２６年４月１日 

３ 今後の対応 

  津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部の改正の議案を平成２５

年第２回津市議会定例会へ提出する予定です。 


